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第２章 計画の推進 

 
１．推進体制 

 
本計画を推進するにあたっては、住民一人ひとりが積極的に健康づくりや食育の推進に取

組むことができるよう、行政や地域の関係団体・機関等が、それぞれの役割を認識し、連携・

協力していく必要があります。 

本計画の実現に向けて、各主体はそれぞれの特性を生かしながら、健康づくりや食育を推

進することができるよう、地域全体における支援体制を構築します。 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

家 庭  

      

 

住民 

個々に合った主体的

な健康づくり・食育 

の実践  

各種関係団体 

保険者や事業者等関係団体 

による健康づくりの取組の推進、

普及活動、食育の推進等 

保健・医療関係団体 

保健指導、専門的立場から

の支援、健康づくりの取組

の推進等 

地  域 

仲間づくりや地域のつながり・

健康づくりの取組、食育の 

推進等 

ボランティア 

身近な地域における住民の

健康づくりや食育への支援

（学びや実践の場の提供）等 

保育園・幼稚園・学校 

健康管理、健康教育、 

住民活動の支援（施設開放）、 

食育の充実等     

行  政 

保健事業（各種健康診査・ 

教育・相談・食育等）の実施、

環境整備、普及啓発等 
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２．評価及び見直し 

 
本計画においては、住民と行政の双方による進行管理・評価を行うことが重要です。 

住民一人ひとりにおいては、よい生活習慣、健康行動を身につけるため、具体的で実行し

やすい目標を設定し、継続して取組むことが重要です。 

行政においては、健康づくり分野について、毎年度の田原本町健康づくり推進協議会にお

ける事業の進捗状況の報告及び情報共有を図ります。また食育分野について、毎年度の担当

者会議を設け、事業の進捗状況の報告及び情報共有を図ります。これらの進捗状況も踏まえ、

計画全体の見直し（平成 31 年度、平成 36年度）を行います。 

このような、住民・行政それぞれの一連の循環型マネジメントサイクル【計画の立案（Plan）

→ 実践（Do）→ 目標設定による適切な評価（Check）→ 評価から抽出した課題の改善

（Act）】の推進を図ります。 

 

■住民や行政によるＰＤＣＡサイクルによる計画推進イメージ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 行政：行政の取組 

住民：住民一人ひとりの取組 

行政 まちの現状・課題に応じた方向性 

や施策・事業を示した計画の策定 

住民 日常生活における具体的で実行 

しやすい目標の設定 

（健康マイプラン） 

 

ＰＰＰＰｌａｎ：計画    

行政・施策・事業内容の改善・見直し 

・目標・指標等を含む計画の 

見直し 

住民 新たな目標へのチャレンジ 

（健康マイプランの修正） 

Ａｃｔ：改善・見直しＡｃｔ：改善・見直しＡｃｔ：改善・見直しＡｃｔ：改善・見直し    

行政 ・施策・事業からの住民の 

意見や課題の把握 

・アンケート調査等による目標・ 

指標等の達成状況の把握 

住民 効果の確認や振り返り 

（セルフチェック） 

Ｃｈｅｃｋ：点検・評価Ｃｈｅｃｋ：点検・評価Ｃｈｅｃｋ：点検・評価Ｃｈｅｃｋ：点検・評価    

 

行政 計画に基づく施策・ 

事業の実施 

住民 目標に向けた実践 

（健康づくり） 

Ｄｏ：実施Ｄｏ：実施Ｄｏ：実施Ｄｏ：実施    

食育分野： 

・担当者会議による進捗状況の報告及

び情報共有を毎年度実施 

健康分野： 

・健康づくり推進協議会による進捗状況

の報告及び情報共有 

・担当者会議による進捗状況の報告及 

び情報共有を毎年度実施 


